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「「中小企業の会計」の統合に向けた検討委員会」の設置について 
 

 

１．設置について 

(1) 経緯 

中小企業の資金調達の多様化、取引の円滑化のための信用調査など中小企業の正

確な計算書類の作成と開示が求められている中で、商法の改正により平成 14年４月

からインターネットによる計算書類の公開が認められ中小会社の会計のあり方が問

われた。その結果、関係団体から下記の報告書が公表された。 

① 中小企業庁「中小企業の会計に関する研究会報告書」（平成 14年６月公表、平

成 15年 11 月改訂） 

② 日本税理士会連合会「中小会社会計基準」（平成 14年 12 月） 

③ 日本公認会計士協会「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」（平成 15年

６月） 

 

(2) 目的 

今通常国会に提出された「会社法案」の中で、会計に関する専門的識見を有する

者が、取締役・執行役と共同して計算書類を作成する会計参与制度の新設が予定さ

れている。そのため、会計専門職である会計参与が拠るべき会計に資することを目

的として、上記３つの報告書の統合化の作業を行う。 

 

２．設置主体 

中小企業の会計実務に関与している民間団体である日本公認会計士協会、日本税理

士会連合会、日本商工会議所及び会計基準設定主体である企業会計基準委員会は共同

で、３月 22 日に「「中小企業の会計」の統合に向けた検討委員会」を設置した。メン

バーは、関係団体代表者に加え、学識経験者が委員として審議に参加し、関係省庁で

ある中小企業庁、金融庁、法務省がオブザーバーとして参加する。 

 



３．統合化に当たっての確認事項 

標記委員会では、統合化に当たって以下の事項を確認している。 

(1) 会計参与が拠るべき会計の指針の統合化の作業であり、中小企業会計基準の設定

作業ではないこと 

(2) 統合化された指針に明記されない特定の会計上の問題で重要性がある場合には一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準を参考にしつつ処理を行うこと 

(3) 会計参与を設置しない会社（監査証明を受ける会社を除く。）においても、統合化

された指針の適用が期待されること 

(4) 統合化された指針は、各団体所定の手続を経た上で、各団体が公表した報告書に

取って代わること 

(5) 統合化作業は、草案を公開し広く意見を求めた上で、本年６月公表を目途に行う

こと 
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委員長    安藤 英義 一橋大学大学院商学研究科教授 

 
     弥永 真生 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授 

 
藤沼 亜起 日本公認会計士協会会長 

 
森 金次郎 日本税理士会連合会会長  

 

篠原  徹 日本商工会議所常務理事 

 
斎藤 静樹 企業会計基準委員会委員長 
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 相澤  哲 法務省民事局参事官 

 
池田 唯一 金融庁総務企画局企業開示参事官 

 
平井 裕秀 中小企業庁事業環境部財務課長 

 

 

 

 

 

 



＜報道問合せ先＞ 

 

日本公認会計士協会 企画課  関 

〒１０２－８２６４ 東京都千代田区九段南４－４－１公認会計士会館 

ＴＥＬ．０３－３５１５－１１４５ 

ＦＡＸ．０３－５２２６－３３６２ 

 

日本税理士会連合会事務局 猪瀬 

〒１４１－００３２ 東京都品川区大崎１－１１－８日本税理士会館８階 

ＴＥＬ．０３－５４３５－０９３１ 

ＦＡＸ．０３－５４３５－０９４１ 

 

日本商工会議所 産業政策部 荒井 

〒１００－０００５ 東京都千代田区丸の内３－２－２  

ＴＥＬ．０３－３２８３－７８３７ 

ＦＡＸ．０３－３２１１－４８５９ 

 

企業会計基準委員会 湯川 

〒１０７－００５２ 東京都港区赤坂１－８－１０第９興和ビル 

ＴＥＬ．０３－５５６１－８４４２ 

ＦＡＸ．０３－５５６１－９６２４ 

 

 

 

 


